
○ 不同沈下した水路については、土のうを積
み上げ、溢水しないように措置。また、目地が
開いた水路については、目地詰めを実施。

○ 通水が困難な区間は、布設替えではなく、
ﾋﾞﾆｰﾙﾎｰｽ等を設置し通水できるように工夫。

○ 当初、水稲作付けの影響が懸念されたが、
約８割で営農が可能な状態までに復旧。

○ 気象庁の震度階級では最も大きい震度７を
一連の地震活動においては初めて２回観測。

○ 前震後の見回りでは大きな被害は見受け
られなかったが、本震では組織の構成員も自
宅が被災するなど身動きがとれない状況。

○ 本震２日後、事務局が集合し、各工区の役
員に連絡。平成28年4月19日・20日に役員を
招集。

○ 何をするべきか話し合い「今できることから
しなければならないだろう」ということで、被害
状況の把握を行うことに。（１週間～10日間）

○ とにかく田植えに間に合わせることを最優
先し、「異常気象後の応急措置」を適用して最
低限の機能を回復するよう自主施工を計画。

〇 本地域は、熊本県の北東部に位置し、阿蘇山を南に望み周囲を外輪山に囲まれた標高約500mの
高原盆地にある水田地帯で、地域資源の維持管理や環境保全などの活動に取り組んでいる。

〇 前震（平成28年４月14日）と本震（平成28年４月16日）の２回にわたり発生した震度７の地震
は、これまで経験したことのないもので、本地域の農業用施設も甚大な被害を受けた。

〇 施設の復旧に当たっては、各工区の役員を招集し、何をすべきか話し合い「今できることから
しよう」ということで、農地・農業用施設の被害状況の把握を開始。とにかく田植えに間に合わ
せることを最優先し、最低限の機能回復を行うため、農業者による自主施工を実施。様々な知恵
やボランティアの力も借りて対処した結果、作付面積の約８割で営農が可能な状態までになった。

○ H19から土地改良区管内にある13の換地
工区ごとに活動していたが、事務負担の軽減、
活動の効率化を図るため、H24に活動組織を
広域化。

○ 農地維持支払による草刈り、泥上げ活動や
資源向上支払の共同活動における生きもの
調査、シバザクラの植栽や水路等の軽微な補
修のほか、施設の長寿命化対策に取り組む。

阿蘇地域農地・水・環境保全管理協定（熊本県阿蘇市）

取組内容 熊本地震後の初動対応 応急復旧の内容

【地区概要】
・取組面積2,642ha

（田2,586ha、畑56 ha）
・資源量 水路629km、農道286km、

ため池13箇所
・主な構成員 農業者、自治会、土地改良区、

学校・ＰＴＡ
・交付金 約241百万円（H29）

農地維持支払
資源向上支払（共同、長寿命化）

平成28年熊本地震からの復旧・復興に係る取組
あ そ

水路法面の草刈り

水路及び農道の破損状況 仮設配管の敷設状況シバザクラの植栽 施設の長寿命化

生きもの調査 土のうの積み上げ作業 目地詰め作業

農道の復旧状況

あ そ し
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